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はじめに 

 

我が国の「職業能力開発促進法（昭和 44 年法律第 64 号）」に定められている

「職業訓練基準」は、職業訓練を効果的かつ迅速に実施するための重要な基準

として規定されているが、近年、社会や産業をめぐる激しい変化、科学技術の

著しい進展等により、就業者や職業訓練をめぐる環境が大きく変化し、効果的

な訓練を実施する上でこの基準が果たす役割はいっそう重要なものとなってい

る。 

今後とも、産業や地域、個人のニーズ等に的確に対応した訓練を実施してい

くには、産業や社会の動向、人材育成ニーズ、訓練内容、応募状況、修了後の

状況や評価等を総合的に検討し、訓練科や教科目等の効果的な設定と見直しを

不断に行っていく必要がある。 

本研究は、平成１７年度厚生労働省にて行なわれた「金属・機械分野」の職

業訓練基準の見直しに係る職業能力開発専門調査員会の後を受け、当センター

にて、平成１８年度から始められたものである。厚生労働省では、今後概ね５

年程度をかけ、すべての訓練分野について見直し作業が予定されていることか

ら、本基礎研究は、そのために必要な基礎データの収集整理や専門的見地から

の見直し提案等、有益な検討素材を提供することを目的にしている。 

方法として、現行の訓練分野は膨大であるため、年度毎に分野別の基礎研究

会を設け、各分野の委員協力のもとに鋭意検討を進めることとした。 

１年目の平成１８年度は「電気・電子分野」、２年目の平成１９年度は「建築・

土木、非金属加工分野」について行い、３年目である本年度（平成２０年度）

は、「情報・通信、サービス、食品分野」について、見直し作業を行った。 

本年度の作業では、当該分野の産業や人材ニーズの動向、既往調査の点検等

の他、参考施設へ訪問調査と現場からの意見収集等を精力的に行い、現行の訓

練基準の具体的見直しを行った。 

今後、関連法令の見直し作業や全国の職業訓練施設の運営等に何らかの参考

資料になれば幸いである。 

 おわりに、本研究にたいへんご尽力頂いた研究会の委員各位の他、各地への

訪問調査時にご協力いただいた多数の関係各位に心から感謝の意を表したい。

あわせて、今後とも日本の職業訓練の発展のためにご協力を賜りたく、よろし

くお願い申し上げる次第である。 
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